
情 報 B O X I n f o r m a t i o n

令
和
５
年
度
被
爆
二
世
健
康
診
断

調
査
事
業
の
実
施
に
つ
い
て

● 
対
象
者

　
両
親
の
ど
ち
ら
か
が
被
爆
者
健
康
手
帳
を

所
持
し
て
お
り
、
か
つ
、
原
爆
投
下
後
に
生

ま
れ
た
者（
胎
児
被
爆
者
は
除
く
）
の
う
ち
、

健
康
診
断
受
診
を
希
望
す
る
者

● 

実
施
期
間
・
申
し
込
み
期
間
＝
７
月
2４
日

（
月
）～
８
月
2５
日（
金
）

● 

健
診
期
間
＝
９
月
中
旬
～
令
和
６
年
３
月

１
日（
金
）【
予
定
】

※ 

日
程
の
詳
細
は
、
後
日
受
診
希
望
者
に
通

知
し
ま
す
。

● 

健
康
診
断
実
施
機
関

　
「
被
爆
二
世
健
康
診
断
実
施
機
関
」の
中
か

ら
決
定
し
、
後
日
、
受
診
希
望
者
に
通
知
し

ま
す（
実
施
機
関
決
定
は
、
基
本
的
に
本
人

の
希
望
を
優
先
し
ま
す
）。

● 

申
し
込
み
方
法

　
対
象
者
へ
送
付
さ
れ
た
書
類
の
中
の
申
込

書
ま
た
は
任
意
の
様
式
に
必
要
事
項
を
記
入

の
上
、
封
書
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
必
要
事
項
】

・ 

本
人
の
氏
名（
フ
リ
ガ
ナ
）、
性
別
、
生
年

月
日
、
住
所（
郵
便
番
号
）、
電
話
番
号

・ 

過
去
の
受
診
歴（
年
度
お
よ
び
受
診
結

果
）、
受
診
を
希
望
す
る
医
療
機
関
名

・ 

多
発
性
骨
髄
腫
検
査
の
希
望
の
有
無

・ 

親
の
氏
名（
フ
リ
ガ
ナ
）、
住
所（
郵
便
番

号
）、
電
話
番
号
、
被
爆
者
健
康
手
帳
の

番
号

● 

申
込
期
限
＝
８
月
2５
日（
金
）必
着

●�

被
爆
二
世
健
康
診
断
契
約（
実
施
）機
関

① 

県
立
宮
崎
病
院

② 

県
立
日
南
病
院

③ 

串
間
市
民
病
院

④  

都
城
健
康
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

（
都
城
市
郡
医
師
会
病
院
内
）

⑤ 

園
田
病
院

⑥ 

国
立
病
院
機
構
宮
崎
病
院

⑦ 

済
生
会
日
向
病
院

⑧ 

県
立
延
岡
病
院

⑨ 

高
千
穂
町
国
民
健
康
保
険
病
院

⑩ 

宮
崎
生
協
病
院

●�

申
し
込
み
先
＝
宮
崎
県
福
祉
保
健
部
健
康

増
進
課
健
康
づ
く
り
・
歯
科
保
健
担
当

（
〒
８
８
０

－

８
５
０
１　

宮
崎
市
橘
通

東
２
丁
目
1０
番
１
号
）

　
☎
０
９
８
５

－

26

－

７
０
７
８

●�

検
査
項
目

　
既
存
検
査
項
目
を
受
け
ず
に
、
多
発
性
骨

髄
腫
検
査
の
み
を
受
診
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

　
な
お
、
肝
機
能
検
査
お
よ
び
ヘ
モ
グ
ロ
ビ

ン
Ａ
１
ｃ
検
査
に
つ
い
て
は
、
医
師
が
必
要

と
認
め
た
場
合
に
行
う
も
の
と
し
、
多
発
性

骨
髄
腫
検
査
に
つ
い
て
は
、
受
診
者
の
希
望

に
よ
り
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

※ 
県
立
日
南
病
院
、
園
田
病
院
で
は
、
多
発

性
骨
髄
腫
検
査
は
で
き
ま
せ
ん
。

① 

視
診
、
問
診
、
聴
診
、
打
診
お
よ
び
触
診

に
よ
る
検
査

② 

Ｃ
Ｒ
Ｐ
定
量
検
査

③ 

血
球
数
計
算

④ 

血
色
素
検
査

⑤ 

尿
検
査（
ウ
ロ
ビ
リ
ノ
ー
ゲ
ン
、蛋
白
、糖
、

潜
血
）

⑥ 

血
圧
測
定

⑦ 

Ａ
Ｓ
Ｔ
検
査
法
、
Ａ
Ｌ
Ｔ
検
査
法
、
γ

－

Ｇ
Ｔ
Ｐ
検
査
法
に
よ
る
肝
臓
機
能
検
査

⑧ 

ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
Ａ
１
ｃ
検
査

⑨ 

血
清
蛋
白
分
画
検
査
に
よ
る
多
発
性
骨
髄

腫
検
査

● 

そ
の
他

　
健
康
診
断
受
診
料
は
無
料
。
た
だ
し
、
各

医
療
機
関
へ
の
交
通
費
は
自
己
負
担
と
な
り

ま
す
。

　日南保健所衛生環境課☎ 23 ‐ 3141問
８月は「食品衛生月間」です

▶増やさない
調理前

　肉は焼く直前までクー
ラーボックスなどで冷却
しておきましょう。
　下準備の際は肉と野菜は
別々の容器に入れましょう。

▶やっつける
調理中

　肉は表面だけでなく
中心部までしっかりと
加熱しましょう。

▶つけない
食事中

　食事の際は、生肉を
触ったトングや菜箸は
使わず別の箸を使いま
しょう。

夏はアウトドアなどでの
焼き肉の機会が増えます
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　身体に重度の障がいがある方の日
常生活の利便を図るため、タクシー
料金の一部を助成します。
●�内容＝利用券１枚につき、タクシー
などの小型車利用料金（上限560
円）を助成します。ただし利用券の
使用は１回乗車につき１枚です。
●�交付枚数＝１人につき年度あたり
２４枚を交付

※�上半期（４～９月分）を期間内に
１２枚、下半期（１０月～翌年３月分）
を期間内に１２枚交付
●�対象者＝身体障害者手帳１、２級所持者
・１級…�視覚、聴覚、肢体、体幹、

内部障害のもの
・２級…�下肢、体幹機能障害のもの
※�詳細についてはお問い合わせください。

　障害者手帳所持者に対し、串間温
泉いこいの里を利用する際に使用で
きる、利用者カードを交付します。
●�対象者＝身体障害者手帳・療育手帳・
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
●�助成額＝１人１回につき250円を助成。
ただし、１人につき年２４回を限度

　児童発達支援等利用者負担額の無
償化は、国の制度では、満３歳になっ
て初めての４月１日から３年間が無償
化の対象となっていますが、本市にお
いては、児童発達支援などを利用する
子どもにおいて、満３歳からの利用者
負担額を無償化の対象とします。
●�対象サービス＝児童発達支援・保
育所等訪問支援
●�対象児＝串間市に住所を有し、串間市
の発行する障害児通所支援受給者証
の交付を受けた満３歳を迎える児童

※�詳細についてはお問い合わせください。

身体障害者タクシー
利用料金等助成

串間温泉いこいの里利用助成

児童発達支援等
利用者負担額助成

　身体障害者手帳の交付対象とならな
い軽度・中等度の難聴児に対して、補聴
器の購入費用などの一部を助成します。
●�対象経費＝補聴器の購入、修理費
●�助成額＝原則として基準額の３分の２
※�助成対象条件などの詳細について
はお問い合わせください。

　障がい者（児）の日常生活を支える
さまざまなサービスを利用できます。
●�居宅介護（ホームヘルプ）、短期入所
（ショートステイ）、生活介護、就労
継続支援、共同生活援助（グループ
ホーム）、施設入所支援など
●�放課後等デイサービス、児童発達
支援、保育所等訪問支援など
●�補装具、日常生活用具、自立支援
医療、（新）高額障害福祉サービス
等給付費など

※�詳細についてはお問い合わせください。

　身体、知的、精神のいずれかに中
等度以上の障がいがある２０歳未満の
児童を養育している父母、または養
育者に支給されます。障がいの程度
は原則として医師の診断書により判
定されますが、障害者手帳の障がい
部位・程度により診断書の提出が省
略できる場合があります。
●�支給要件=対象児童が一定の障がい
状態にあること（診断書などにより県
が認定します）。対象児童が２０歳未満
であること。児童が施設などに入所
していないこと。支給を受けようと
する父母、養育者の前年所得が基準
額以内であることなどがあります。
●�手当額
・１級（重　度）：月額５万3,700円
・２級（中等度）：月額３万5,760円

軽度・中等度難聴児
補聴器購入費等助成

障がい者（児）福祉サービス
（自立支援給付）

特別児童扶養手当

※�手当額は毎年改定されます。申請に関す
る詳細についてはお問い合わせください。

　在宅の身体、知的、精神に著しく障がい
のある方に対し、一定の手当を支給します。
●�支給対象者=２０歳以上であって、
著しく重度の障がいがあるため、
日常生活において常時特別の介護
を必要とする在宅の障がい者。
●�手当額=月額２万7,980円
※�手当額は毎年改定されます。申請に関す
る詳細についてはお問い合わせください。

●�支給要件=２０歳未満であって、重
度の障がいの状態にあり、日常生
活において常時介護を必要とする
在宅の障がい児。
●�手当額=月額１万5,220円
※�手当額は毎年改定されます。申請に関す
る詳細についてはお問い合わせください。

　障がいのある方や高齢の方、妊産
婦など歩行が困難と認められる方に
対して、「おもいやり駐車場利用証」を
交付しています。この利用証を利用
し、提携した商業施設、病院、銀行、
官公庁などの公共的施設で優先して
駐車することができます。
※�手帳の等級や介護保険の要介護度など
の交付基準がありますので、詳細につ
いてはお問い合わせください。

　内部障がいや難病の方など、外見
から分からなくても援助や配慮を必
要としている方に対して、ヘルプマー
ク、ヘルプカードを交付します。
※�ヘルプマークの申請には、原則とし
て各種障がい者手帳や、難病を証
明する書類などが必要です。詳細
についてはお問い合わせください。

特別障害者手当

障害児福祉手当

宮崎県おもいやり駐車場制度

ヘルプマーク・
ヘルプカードの交付

　�福祉事務所自立支援係☎ 72 ‐ 1123（内線 502、503、504）問

障がい者（児）への補助制度をご活用ください
～現在実施している障がい者（児）を支援するための各種制度などをご紹介します～
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